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（公印省略）
新型インフルエンザの発生及びその対応について（通知）
平成２１年４月２８日、世界保健機構（WHO）は、メキシコ、米国等で発生　　　しているインフルエンザ様疾患（豚インフルエンザ）を「新型インフルエンザ」とするとともに、同年４月３０日に警戒レベルを「フェーズ４」から「フェーズ５」に引き上げました。また、国は４月２８日に新型インフルエンザの発生段階も「前段階」から「第一段階」に引き上げています。

新型インフルエンザの発生時の対応については、平成２１年４月２日付け２１　地福第１０号「社会福祉施設等における新型インフルエンザ対策について」により示しておりますが、新たに平成２１年４月２８日付けで厚生労働省から「新型インフルエンザに対する対応について」の通知がありました。
今般の事態に対しては下記事項にご留意のうえ、適切な対応を講じるようお願いします。
記

１　予防措置の徹底

利用者及び職員にあっては効果的な予防方法（人混みを避ける、うがい・手洗いの徹底等）を講ずるとともに、外来者に対してもこれらの予防方法の実施を求めること。

２　正確な情報の収集及び周知について

　　新型インフルエンザに関する本県からの通知並びに厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び愛知県ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/)を参考に正確な情報収集に努めること。
また、施設利用者等に対して以下の情報を周知し、デマ等不確実な情報に　　よる不安や混乱を防止するよう注意を呼びかけること。
· 新型インフルエンザの症状、感染経路等

· 症状を呈した場合の対応方法（保健所への相談等）

· 海外での発生状況

３　県内で患者が発生した場合について
　　県内で患者が発生した場合は、愛知県新型インフルエンザ対策本部から県内の保育施設や通所施設等の設置者に対し、休園・休所するよう要請がなされることから、各施設においては、要請があった場合に速やかに対応できるよう準備を進めること。
　　また、在宅サービス事業等については、感染症対策を十分に留意したうえでサービスの提供に支障がないようにすること。
各施設利用者に対しては、休園・休所措置による混乱が生じないよう周知しておくとともに、連絡方法を事前に確認し、休園・休所中も各施設利用者と施設とが連絡を取れるようにしておくこと。

４　発生国等への渡航及び帰国について

　　新型インフルエンザ発生国及びその周辺地域への旅行等を予定している施設利用者や施設職員については、新型インフルエンザの関係情報を踏まえたうえで、渡航の自粛を検討すること。

また、発生国及び周辺地域から帰国した施設利用者等については、各施設
において不当な扱いを受けることがないよう冷静な対応をすること。
５　連絡先
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